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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、「健康で豊かな食生活を創造するために安全・安心な商品を提供し、社会と食文化の発展に貢献していく」という基本的な考えの
もと、透明性の高い誠実な経営を実践し、変化に対応した意思決定を適切かつ機動的に実行するために、次の基本的な考え方に沿ってコーポ
レートガバナンスの充実に取り組んでおります。

(1)株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組みます。

(2)当社グループのすべての役員・従業員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる経営の基本原則である経営理念、行動規範、食品安全方針、環
境方針、経営計画基本方針等を定め開示します。

(3)商品を提供する使命や社会的責任の重要性を認識し、お客様、お取引先様、従業員、及び地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に
努め、高い自己規律に基づき、健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成する。また、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築す
るために、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めます。

(4)当社グループの効果的・効率的な経営の実現と業務執行責任機能を果たすため、取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努め
ます。

(5)日本版スチュワードシップ・コードの理念を尊重し、機関投資家をはじめとする株主との対話（面談）に前向きに取り組みます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則3-1．情報開示の充実】

当社は、コーポレートガバナンスコードの目的を理解し、ステークホルダーから信頼される企業になるため、法令や当社の基本方針に従い、以下
の項目について積極的に情報開示に努めております。

(1)当社は、「正直で基本に忠実」「商品と品質はプリマの命」「絶えざる革新でお客様に貢献」の経営理念のもと、経営方針である、営業力・開発
力・商品力の強化により、売上と利益の規模と質を高め、ＥＳＧを重視した経営を推進し、「いつも、ずっと、お客様に愛され、支持される会社なる」
を目指しております。

また、中期経営計画については毎年３ヵ年のローリングプランを策定し、開示しております。

(2)当社は、透明性の高い誠実な経営を行い、また、変化に対応した意思決定が適切かつ機動的になされるようコーポレートガバナンスの強化を
図っております。なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、「コーポレートガバナンス基本方針」を策定し、開示し
ております。

(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別の金額については、代表取
締役社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会で審議を実施した上で、取締役会にて決議された一定の基準に従って決定してお
り、透明性を確保しております。

(4)経営幹部と取締役・監査役候補の指名方針については、必要な知識・経験、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部
門をカバーできるバランス・能力等を総合的に考慮しております。手続については、社長が提案し、経営諮問委員会で審議の上、取締役会で決議
しております。尚、解任基準については現時点で明文化しておりません。今後取締役会で議論を重ね手続きの整備を進めてまいります。

(5)取締役候補・監査役候補の選任・指名については、資質及び指名手続に関する方針を「コーポレートガバナンス基本方針」に制定しており、個
人別の経歴については株主総会招集通知に記載しております。解任の際の説明方法については、上記とあわせ検討中です。

【補充原則4-1③．取締役会の役割・責務(１)】

当社では、最高経営責任者の後継者については重要な経営課題と認識しておりますが、後継者の計画を有しておりません。総合的な後継者計画
の策定について、検討を行っていく予定であります。

【補充原則4-3③．取締役会の役割・責務（３）】

当社は、現時点においてＣＥＯの解任するための形式的な手続きは明示しておりませんが、今後取締役会において議論を重ね手続きの整備を進
めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4．いわゆる政策保有株式】 ）

当社は、発行会社との良好な取引関係の維持発展、ひいては当社事業の発展などに資すると認められない株式は保有しません。

当社は、取締役会で毎年政策保有株式の保有意義について検証を行います。昨年度の検証の結果、３銘柄を売却方針とし、１銘柄の売却を実施
しました。その他の銘柄については、保有に伴う便益が資本コストに見合っていると判断し、引き続き保有いたします。今年度も取締役会で保有意
義の検証を行います。

議決権行使については、発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値向上につながる適切な意思決定を行っているか否か
の観点など、総合的に判断し行使致します。また、必要に応じて発行会社との対話を行います。会社議案に賛成できないと判断する際は、売却の
要否について検討を行うことがあります。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社は、当社グループと取締役、監査役及び執行役員との利益相反取引は取締役会の承認を必要とし、支配株主等と取引を行う場合は、一定以



上の取引額となる重要な取引は取締役会に報告する体制としています。

当社グループと取締役・監査役及び執行役員との関連当事者間の取引についてはその有無を、支配株主等との取引については取引金額等を毎
年取締役会に報告することで、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。

主要株主等と原材料調達等の取引を行う場合は、他社から見積もりを入手する等、市場の実勢価格を勘案して取引を決定しております。

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、プリマハム企業年金基金において企業年金の積立金の運用を行っています。企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成
だけでなく、当社の財政状態に影響を与える場合もあることを踏まえ、企業年金基金には資産運用に必要な経験や資質を備えた人材を配置し、
「年金資産運用に関する基本方針」を定め、人事部門、経理部門の責任者や労働組合の代表者等をメンバーとする資産運用委員会を設置して投
資商品の選定及び運用のモニタリングを行っています。

企業年金基金が採用する運用委託機関はスチュワードシップ・コードを受け入れており、当該機関が行う議決権行使等についても適正な取組みに
なっているかモニタリングを行っております。

企業年金基金の人材、特に運用執行理事については、企業年金連合会が主催する研修や、運用委託機関が主催するセミナー等に参加し、必要
な業務知識の習得を行っています。

また、企業年金基金の理事、代議員に労働組合の代表、従業員の代表を選定し、企業年金の受益者と会社の間に生じ得る利益相反が適切に管
理される体制を構築しています。

【原則3-1．情報開示の充実】

当社は、コーポレートガバナンスコードの目的を理解し、ステークホルダーから信頼される企業になるため、法令や当社の基本方針に従い、以下
の項目について積極的に情報開示に努めております。

(1)当社は、「正直で基本に忠実」「商品と品質はプリマの命」「絶えざる革新でお客様に貢献」の経営理念のもと、経営方針である、営業力・開発
力・商品力の強化により、売上と利益の規模と質を高め、ＥＳＧを重視した経営を推進し、「いつも、ずっと、お客様に愛され、支持される会社にな
る」を目指しております。また、中期経営計画については毎年３ヵ年のローリングプランを策定し、開示しております。

(2)当社は、透明性の高い誠実な経営を行い、また、変化に対応した意思決定が適切かつ機動的になされるようコーポレートガバナンスの強化を
図っております。なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、「コーポレートガバナンス基本方針」を策定し、開示し
ております。

(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別の金額については、代表取
締役社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会で審議を実施した上で、取締役会にて決議された一定の基準に従って決定してお
り、透明性を確保しております。

(4)経営幹部と取締役・監査役候補の指名方針については、必要な知識・経験、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部
門をカバーできるバランス・能力等を総合的に考慮しております。手続については、社長が提案し、経営諮問委員会で審議の上、取締役会で決議
しております。尚、解任基準については現時点で明文化しておりません。今後取締役会で議論を重ね手続きの整備を進めてまいります。

(5)取締役候補・監査役候補の選任・指名については、資質及び指名手続に関する方針を「コーポレートガバナンス基本方針」に制定しており、個
人別の経歴については株主総会招集通知に記載しております。 解任の際の説明方法については、上記とあわせ検討中です。

【補充原則4-1①．取締役会の役割・責務（１）】

当社は、取締役会が自ら決議する事項を取締役会規定において次の通り定めております。

（1）経営の基本方針に関する事項

（2）株主総会に関する事項

（3）前各号のほか、法令、定款又は株主総会の決議により取締役会が決議すべき事項、その他取締役会が必要と認めた事項

上記以外の事項については「業務分掌・責任規定」及び「職務権限・責任規定」に基づき経営陣及び業務運営組織の長へ委任されております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、ホームページに開示しております。

【補充原則4-11①．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会は、「事業運営及び経営管理に関する豊富な知識・経験を有し、社会的な責任・使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて公正・的
確に業務を遂行し得るもの」を取締役指名方針とし、多様な人材を候補者として決定しております。

【補充原則4-11②．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役業務に振り分けできるよう、兼務につき
ましては合理的範囲内に留めております。兼任状況につきましては、「定時株主総会招集ご通知」、「年次報告書」、「コーポレートガバナンス報告
書」等に記載しております。

【補充原則4-11③．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

全ての取締役、監査役にアンケートを実施し、取締役会の実効性評価を実施しました。結果、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていると
判断いたしました。詳細は2020年7月6日付『2019年度「当社取締役会の実効性評価」分析結果の概要と今後の対応について』をご覧ください。

【補充原則4-14②．取締役・監査役のトレーニング】

社外取締役、社外監査役は、各部門から事業・業務内容・課題等について説明を受け、当社グループについての理解を深めてまいります。 取締

役・執行役員は、外部機関の研修等を活用し、より高いリーダーシップ力の発揮と戦略的視野の養成を図ってまいります。

監査役は、各種セミナーや他業種との意見交換会に積極的に参加することで、業務及び会計に関する監査スキルの向上を図ってまいります。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方
針」を策定しております。同基本方針において以下の４項目を掲げております。

（1）持続的な成長と企業価値向上のため、社長及び経営陣 幹部が中心となって株主との建設的な対話を積極的に推進する。

（2）日本版スチュワードシップ・コードの理念を尊重し、機関投資家をはじめとする株主からの対話（面談）要請に前向きに取り組む。

（3）対話から得た意見については、経営会議や取締役会の場で社長並びに経営陣幹部で共有し、必要に応じてその対応について議論する。

（4）対話促進を統轄する役員は総務・広報部担当役員とする。

２．資本構成



外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

伊藤忠商事株式会社 20,188,900 39.96

伊藤忠食品株式会社 2,262,800 4.48

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,034,800 4.03

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,646,100 3.26

ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ 1,300,294 2.57

ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＰＵＲＩＴＡＮＴＲ：ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＳＲ　ＩＮＴＲＩＮＳＩＣ　ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ　Ｆ
ＵＮＤ

1,250,000 2.47

学校法人竹岸学園 908,200 1.80

株式会社サンショク 800,180 1.58

農林中央金庫 713,115 1.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 638,400 1.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 伊藤忠商事株式会社　（上場：東京）　（コード）　8001

補足説明

伊藤忠商事株式会社は、間接保有分も合わせ当社議決権の44.65％を保有しております。また、当社は取締役５名のうち親会社の出身者・業務執
行者を３名選任しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 食料品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

親会社である伊藤忠商事株式会社ならびにそのグループ会社から、原材料等の仕入れを行っておりますが、その際は他社から見積もりを入手す
る等、市場の実勢価格を勘案して取引を決定しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、間接保有分も合わせて当社議決権の44.65％を保有しております。また、当社は取締役５名のうち
親会社の出身者・業務執行者を３名選任しております。

伊藤忠商事株式会社では、上場子会社の独立性を尊重し、かつ株主平等の原則から反するような行為を禁止しております。

当社の経営は、親会社の指示や承認にもとづいて行うのではなく、取締役会で決定された基本方針の下、業務執行に関する重要事項を経営会議
等で独自に意思決定して業務執行しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山下　丈 弁護士

井出　雄三 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山下　丈 ○ ―――

大学教授としての経験や弁護士としての高度
な専門知識を有し、会社法務に精通しておりま
す。こうした経験と見識を踏まえ、更なる企業価
値の向上を担う社外取締役としての任に相応し
い人物と判断したため。

井出　雄三 ○ ―――

グローバルな大手製造業の企業経営を担い、
豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関す
る深い見識を有しており、当社の事業戦略を推
進していく上で、指導、監視、支援および適切
な助言を期待できることから、社外取締役とし
ての任に相応しい人物と判断したため。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

経営諮問委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

経営諮問委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

代表取締役社長と独立社外取締役をメンバーとする指名委員会、報酬委員会に相当する経営諮問委員会を設置し、経営幹部と取締役、監査役
の指名・報酬を審議し、独立性及び客観性と説明責任を強化しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人より監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時立会い、計算書類等の監査を実施しております。

監査役は監査部９名が実施した工場・営業所を含む各組織およびグループ会社の監査結果について報告を受け、指摘事項について意見交換を

行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

佐藤　功一 他の会社の出身者 △

下澤　秀樹 他の会社の出身者 △ △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）



l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤　功一 ○

佐藤　功一氏は、当社の取引銀行のひと
つである農林中央金庫の業務執行者とし
て2015年６月まで勤務しておりましたが、
退任されて５年以上経過していることか
ら、一般株主と利益相反が生じる恐れは
ないと判断しております。

金融機関における豊富な経験を当社の監査に

活かしていただくため。

下澤　秀樹 　 ―――
金融機関における長年の経験を当社の監査に
活かしていただくため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

２０１８年６月２８日開催の第７１回定時株主総会にて、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入について承認可決しました。報酬や算
定方法等の詳細につきましては、後述する【取締役報酬関係】に記載しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

前事業年度(２０１９年度)に取締役へ支払った報酬の内容　(取締役１０名　１７５百万円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別金額については、代表取締役
社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会で審議の上で、取締役会で決議された一定の基準に従って決定しており、透明性を確保
しております。

取締役等の報酬等の額につきましては、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。固定報酬につきましては、取締役の報酬額を年額
400百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）とし、経営諮問委員会で審議の上、取締役会で決定しております。業績連動報酬につきまして
は、企業価値の増大に貢献する意識を高めるために、中長期的な業績と企業価値向上と連動する株式報酬制度を導入しております。業績連動型
株式報酬制度は、連結営業利益で予算達成率に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を株式として付与してまいります。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に対しては、総合企画本部総合企画室が担当部署となり、必要な情報を適宜・適確に提供しております。取締役会資
料は、会日前に十分先立って配布されており、審議の活性化を図るべく情報提供についても必要に応じ行っております。また、取締役会は原則と
して月１回の頻度で開催し、事業年度の開始前に年間スケジュールと予定される審議事項については取締役・監査役に通知しております。

また当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が就任する際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、取締
役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を含む）を十分に理解する機会を確保しております。就任後においても、必要に応じ、これらを継続
的に更新する機会を確保しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は5名の取締役（うち社外取締役2名）で構成しており、社外取締役の比率を高めることにより、取締役会の監督機能を強化することで
コーポレート・カバナンスレベルの向上を図ることとしております。２０１９年度は１７回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決
定するとともに、業務執行状況を適正に監督しております。

業務執行につきましては、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用し、執行役員は取締役会の決定および代表取締役の指揮のもと担
当職務を遂行おります。

取締役会および代表取締役社長による適確かつ迅速な意思決定がなされるよう、経営会議ならびに社内委員会を設置し、重要な経営事項等に
つきましては事前に経営会議または社内委員会において十分な審議を行い、上記機関決定に反映させております。

内部監査につきましては監査部（９名）にて担当し、監査役および会計監査人との連携を密にして、工場・支店・営業所を含む各組織およびグルー
プ会社の監査を実施しております。監査役は常勤監査役（社外監査役）２名および非常勤監査役１名の３名体制により、監査役会が定めた監査の
方針に従い、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社お
よび主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、取締役等の職務執行を監視しておりま
す。また、会計監査人より監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時立会い、かつ計算書類等の監査を実施しております。会
計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と契約を締結し、会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。業務を執行した公
認会計士（指定有限責任社員）は２名で、会計監査業務に係る補助者の構成につきましては、公認会計士９名、その他２９名で構成されておりま
す。 　　

取締役候補者につきましては、個々人の知識、経験、能力を考慮し、経営の監督に適した人材を人選し、代表取締役社長と独立社外役員２名をメ
ンバーとする経営諮問委員会にて審議したうえで、取締役会で決議しております。報酬決定につきましても、年間総額を株主総会にて決議した上
で、個別の報酬金額については経営諮問委員会の審議を実施し、取締役会にて決議された一定の基準に従って決定するものとし、透明性を確保
したものとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役会は代表取締役以外、業界の動向、事業内容に精通し、専門的見識を有する社外取締役、非業務執行取締役で構成し、適正な監督体制
ならびに、迅速かつ適切な意思決定および権限責任の明確化による業務執行体制を構築しています。また、社外監査役を中心とする経営監視を
徹底させることにより監査機能の充実を図っております。取締役会はこれらの実践により、会社の目指す具体的な経営方針や経営戦略の達成に
向けて、取締役会全体の実効性の向上に努めております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 早期発送、早期開示を実施しております。

電磁的方法による議決権の行使 第７２回定時株主総会より、インターネットによる議決権行使ができるようにしております。

招集通知（要約）の英文での提供 英文での株主総会招集通知をホームページに掲載しております。

その他
株主総会会場における事業報告のビジュアル化。株主総会招集通知の早期ホームペー
ジへ

の掲載を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ホームページに掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的（年２回）に決算説明会（社長出席）を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
ホームページ内【株主・投資家の皆さまへ】の中に、経営計画、有価証券報告

書、決算短信、決算ハイライト、ファクトブック、決算説明会資料などを掲載して
おります。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務・広報部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念、行動規範、環境方針、コンプライアンスプログラム等で規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

１．.環境保全活動

　　統合報告書の発行、環境データブックの作成、植林活動、事業所におけるＣＯ２削減、

　　廃棄物の発生抑制

２．ＣＳＲ活動

　　国連世界食糧計画ＷＦＰ協会などへの支援、食育活動（小学校での食育授業）の実施

その他 アナリスト、機関投資家向け個別ＩＲミーティングを実施しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、平成１８年５月８日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他の業
務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について決議しております。

この基本方針は、内容を適宜見直したうえで修正決議しており（最終決定：平成２７年４月２７日）、現在の内容は以下の通りであります。

１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システム の維

持・向上とコンプライアンス体制の充実に努める。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保全及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規定」に従い、文書または電磁情報により保存・管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を閲覧
することができる。

３ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規定」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制の充実に
努める。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営基本方針その他の重要事項については原則として、事前に社長の諮問機
関である経営会議において審議の上、「取締役会規定」及び「取締役会運営規則」に従い、取締役会において適切な意思決定を行う。

取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌・責任規定」、「職務権限・責任規定」、「グループ会社管理規定」等において、それぞれ
の責任者およびその責任範囲、執行手続の詳細について定める。

５ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「プリマハム コンプライアンス・プログラム」を定め、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、グループ内のコンプライアンス体制の充実 に

努める。また、一定の重要な意思決定を行う事項については、職務権限・責任規定に定められた審査権限者が事前に適法性等を検証し、且つ適
切な業務運営を確保すべく、監査部による内部監査を実施する。

６ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社における統一的な管理体制を確立するため、「グループ会社管理規定」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経

営管理を行うとともに、各子会社においても、リスク管理規定、取締役会規定、職務権限・責任規定並びにコンプライアンスプログラム等を制定し
運用することを通して、当社グループにおける情報の共有と業務執行の適正を確保する。

７ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役会の職務を補助する専属の使用人を任用する。監査役補助者の人事異動・
人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得なければならないものとし、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関し
て、取締役等の指揮命令を受けない。

８ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保する体制

取締役及び使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反、不正の行為の事実、もしくは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を
知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告する。また、子
会社取締役及び使用人から上記報告を受けた者は遅滞なく監査役へ報告する。上記監査役への報告を理由として、当該本人に対する不利益な
処遇は一切行わない。

９ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、及び監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針に関する事項

取締役は、監査役と会合をもち、定例業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を実施し、意思の疎通を図る。また、業務の適正を確保する
上で重要な業務執行の会議（経営会議、コンプライアンス委員会、商品品質会議等）への監査役の出席を確保する。監査役がその職務の執行に
ついて、当社に対し、費用（公認会計士・弁護士等への相談費用を含む。）の前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該費用または債
務を処理する。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】

当社は、取締役会において決議された取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確 保

するための体制構築の基本方針に基づき、当社および子会社の内部統制システムを整備・運用しております。内部統制システムの運用上見出さ
れた問題点などの是正・改善状況ならびに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を取締役会へ報告することにより、適切な内部
統制システムを整備・運用しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力に対し毅然とした態度で接し、社会的な秩序を維持・尊重します。そして、必要な場合には法的な措置をとることを前提と

して、暴力団やブラックジャーナリズム等の反社会的勢力との関係を断固として遮断します。また、その旨を当社の行動規範に定め、当社取締

役及び監査役、執行役員、従業員全員に周知しております。

そして、社内に対応統轄部署を設け、平素より管轄警察署等の専門関係機関との密接な情報交換を行い、不当要求が行われた場合には、躊躇
することなく連絡・相談ができるような関係構築を図ると共に、「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し情報の収集、及び反社会的勢力による不当要
求等への適切な対応についての啓発を図っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

当社は投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視
点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、投資資者への会社情報の適時適切な提供
に努めております。

１．決定事実に関する情報の適時開示に係る社内体制

決定事実に係る取締役が取締役会に提案し、取締役会で決定した後、決定事実を広報責任者（総務・広報部長）より株式会社東京証券取引所へ
情報を開示する。

２．発生事実に関する情報の適時開示に係る社内体制

発生事実に係る本部長（執行役員等）が情報を経営者に報告し、広報担当（総務・広報部）が報告された情報を収集して発生事実を広報責任者
（総務・広報部長）より株式会社東京証券取引所へ情報を開示する。

３．決算に関する情報の適時開示に係る社内体制

決算に係る取締役が取締役会に提案し、取締役会で決定した後、決算内容を広報責任者（総務・広報部長）より株式会社東京証券取引所へ情報
を開示する。




